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収 入 印 紙 貼 付 欄  

  

業務委託契約書（ 経常型）  
 

 

上記の委託業務について、 発注者と 受注者は、 各々の対等な立場における 合意に基づいて、 上記事項

及び裏面記載の各条項によ っ て公正な契約を締結し 、 信義に従って誠実にこ れを 履行する も のと する 。 

本契約の証と し て本書２ 通を 作成し 、 当事者記名押印のう え、 各自１ 通を保有する 。  

 

令和 8 年  月  日   

 

 

発注者  

 

大阪市住之江区南港北１ －１ ４ －１ ６  

大阪・ 光の饗宴実行委員会 

委員長  森口 直人           印 

   

受注者 住所又は事務所所在地 

商 号 又 は 名 称 

氏 名 又 は 代 表 者 氏 名 印 

名 称 
大阪・ 光の饗宴 2026 バナー広告製作及び設置・ 撤去業務委託

（ 概算契約）  

業 務 委 託 料  

 

 

 

 

十億 

 

 

 

 

 

百万 

 

 

 

 

 

千 

 

 

 

 

 

円 

 

            

う ち 取 引 に か か る  

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 
            

履 行 期 間 
● 契約締結日から 令和 9 年１ 月 31 日ま で 

〇 契約後   日 

履 行 場 所 
 

 

保 証 事 項 
〇 契約保証金      円   

〇 履行保証保険      〇 免除 

そ の 他  
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（ 総 則）  

第１ 条 発注者及び受注者は、こ の契約書（ 頭書を 含む。

以下同じ 。） に基づき 、設計図書（ 別冊の図面、仕様書、

現場説明書及びこ れら の図書に係る 質問回答書並びに

現場説明に対する 質問回答書を いう 。以下同じ 。） に従

い、 日本国の法令を 遵守し 、 こ の契約（ こ の契約書及

び設計図書を 内容と する 業務の委託契約を いう 。 以下

同じ 。） を 履行し な ければな ら な い。  

２  受注者は、契約書記載の業務（ 以下「 業務」 と いう 。）

を 契約書記載の履行期間（ 以下「 履行期間」 と いう 。）

内に完了し 、 発注者は、 その業務委託料を 支払う も の

と する 。  

３  発注者は、 その意図する 業務を 完了さ せる ため、 業

務に関する 指示を 受注者又は第 19 条に定める 受注者

の業務責任者に対し て 行う こ と ができ る 。 こ の場合に

おいて 、 受注者又は受注者の業務責任者は当該指示に

従い業務を 行わな ければな ら ない。  

４  受注者は、 こ の契約書若し く は設計図書に特別の定

めがあ る 場合又は前項の指示若し く は発注者と 受注者

と の間で協議があ る 場合を 除き 、 業務を 完了する ため

に必要な 一切の手段を その責任において 定める も のと

する 。  

５  こ の契約の履行に関し て 発注者と 受注者と の間で用

いる 言語は、 日本語と する 。  

６  こ の契約書に定める 金銭の支払いに用いる 通貨は、

日本円と する 。  

７  こ の契約の履行に関し て 発注者と 受注者と の間で用

いる 計量単位は、 設計図書に特別の定めがあ る 場合を

除き 、 計量法（ 平成４ 年法律第 51 号） に定める も のと

する 。  

８  こ の契約書及び設計図書における 期間の定めについ

て は、 民法（ 明治 29 年法律第 89 号） 及び商法（ 明治

32 年法律第 48 号）の定める と こ ろ によ る も のと する 。  

９  こ の契約は、 日本国の法令に準拠する も のと する 。  

10 こ の契約に係る 一切の訴訟の提起又は調停の申立て

について は、 大阪簡易裁判所ま たは大阪地方裁判所を

第一審の専属的合意管轄裁判所と する こ と に合意する 。 

（ 法令上の責任等）  

第２ 条 受注者は、労働基準法（ 昭和 22 年法律第 49 号）、

職業安定法（ 昭和 22 年法律第 141 号）、 労働安全衛生

法（ 昭和 47 年法律第 57 号） その他関係法令（ 社会保

険・ 労働保険に関する 法令を 含む。） の規定のほか、 職

員等の公正な 職務の執行の確保に関する 条例（ 平成 18

年大阪市条例第 16 号。 以下「 コ ン プラ イ ア ン ス 条例」

と いう 。） における 委託先事業者に係る 規定を 守り 、善

良な管理者の注意を も っ て 業務を 履行し な ければな ら

ない。  

（ 指示等及び協議の書面主義）  

第３ 条 こ の契約書に定める 催告、 指示、 請求、 通知、

報告、 申出、 承諾、 質問、 回答及び解除（ 以下「 指示

等」 と いう 。） は、 書面によ り 行わな ければな ら な い。 

２  前項の規定にかかわら ず、 緊急やむを 得な い事情が

あ る 場合には、 発注者及び受注者は、 前項に規定する

指示等を 口頭で行う こ と ができ る 。こ の場合において 、

発注者及び受注者は、 既に行っ た指示等を 書面に記載

し 、 ７ 日以内にこ れを 相手方に交付する も のと する 。  

３  発注者及び受注者は、 こ の契約書の他の条項の規定

に基づき 協議を 行う と き は、 当該協議の内容を 書面に

記録する も のと する 。  

（ 業務工程表の提出）  

第４ 条 受注者は、 こ の契約締結後 14 日以内に設計図

書に基づいて 業務工程表を 作成し 、 発注者に提出し な

ければな ら な い。 ただし 、 発注者が必要でな いと 認め

た場合はこ の限り でな い。  

２  発注者は、 必要があ る と 認める と き は、 前項の業務

工程表を 受理し た日から ７ 日以内に、 受注者に対し て

その修正を 請求する こ と ができ る 。  

３  こ の契約書の他の条項の規定によ り 履行期間又は設

計図書が変更さ れた場合において 、 発注者は、 必要が

あ る と 認める と き は、 受注者に対し て業務工程表の再

提出を 請求する こ と ができ る 。 こ の場合において 、 第

１ 項中「 こ の契約締結後」 と あ る のは「 当該請求があ

っ た日から 」と 読み替え て 、前２ 項の規定を 準用する 。  

４  業務工程表は、 発注者及び受注者を 拘束する も ので

はな い。  

（ 事故等の報告義務）  

第５ 条 受注者は、 業務の遂行中に事故が発生し た と き

は、 その事故発生の帰責の如何にかかわら ず、 直ち に

その旨を 発注者に報告し 、 速やかに応急処置を 加え た

後、 遅滞なく 書面によ り 詳細な報告並びにその後の具

体的な事故防止策を 、 書面にて提出し な ければな ら な

い。  

２  前項の事故が、 個人情報及び業務に係る すべて のデ

ータ （ 以下「 個人情報等」 と いう 。） の漏え い、 滅失、

き 損等の場合には、 受注者は、 業務を 中止する と と も

に、 速やかに前項に規定する 措置を 講じ な ければな ら

ない。 な お、 業務中止の期間は、 発注者が指示する ま

でと する 。  

３  第１ 項の事故によ り 、 以降の業務の円滑な 進行を 妨

げる 恐れがあ る と き は、 受注者は、 速やかに問題を 解

決し 、 業務進行に与え る 影響を 最小限にする よ う 、 努

めな ければな ら な い。  
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（ 個人情報等の保護に関する 受注者の責務）  

第６ 条 受注者は、 こ の契約の履行にあ た っ て 個人情報

等を 取り 扱う 場合は、 市民の個人情報保護の重要性に

鑑み個人情報の保護に関する 法律（ 平成 15 年法律第

57 号。 以下「 個人情報保護法」 と いう 。）、 大阪市個人

情報の保護に関する 法律の施行等に関する 条例（ 令和

５ 年大阪市条例第５ 号）、大阪市特定個人情報保護条例

（ 令和５ 年大阪市条例第６ 号）、行政手続における 特定

の個人を 識別する た めの番号の利用等に関する 法律

（ 平成 25 年法律第 27 号） 及びその他の関連する 法令

等の趣旨を 踏ま え 、 こ の契約書の各条項を 遵守し 、 そ

の漏えい、 滅失、 き 損等の防止その他個人情報等の保

護に必要な体制の整備及び措置を 講じ な ければな ら な

い。  

２  受注者は、自己の業務従事者その他関係人について 、

前項の義務を 遵守さ せる ために必要な措置を 講じ な け

ればなら ない。  

（ 個人情報等の管理義務）  

第７ 条 受注者は、 発注者から 提供さ れた 資料、 貸与品

等及び業務を 行う 上で得ら れた受注者の保有する 記録

媒体（ 光ディ ス ク 、 磁気テ ープ、 パン チカ ード 、 紙等

の媒体。 以下「 記録媒体等」 と いう 。） 上に保有する す

べて の個人情報等の授受・ 搬送・ 保管・ 廃棄等につい

て、 管理責任者を 定める と と も に、 台帳等を 設け管理

状況を 記録する 等適正に管理し な ければな ら ない。  

２  受注者は、 前項の記録媒体等を 、 施錠でき る 保管庫

又は施錠及び入退室管理の可能な 保管室に格納する 等

適正に管理し な ければな ら な い。  

３  受注者は、 第１ 項の記録媒体等について、 業務を 完

了し た後、 速やかに廃棄、 消去又は返却等する も のと

する 。 ただし 、 廃棄又は消去する 際は、 発注者の承認

又は立会いを 得て 実施する こ と と し 、 廃棄又は消去が

完了し た際には、 その旨を 書面によ り 発注者に報告す

る 等適切な対応を と ら な ければな ら ない。  

４  受注者は、 定期的に発注者から の要求に応じ て 、 第

１ 項の管理記録を 発注者に提出し な ければな ら な い。  

５  第１ 項に規定する 個人情報等の管理が適切でな いと

認めら れる 場合、 発注者は受注者に対し 、 改善を 求め

る と と も に、 発注者が受注者の個人情報等の管理状況

を 適切であ る と 認める ま で業務を 中止さ せる こ と がで

き る 。  

（ 目的外使用の禁止）  

第８ 条 受注者は、 業務を 行う ための記録媒体等及び記

録媒体等上の個人情報等を 他の用途に使用し 、 又は発

注者の承諾な し に第三者に提供し て はな ら な い。  

（ 外部持出し の禁止）  

第９ 条 受注者は、 発注者が指定する 場合以外は、 記録

媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を 外部に持ち 出

し てはな ら な い。  

（ 複写複製の禁止）  

第 10 条 受注者は、 業務を 行う ための記録媒体等及び

記録媒体等上の個人情報等を 複写又は複製し て はな ら

な い。 ただし 、 発注者よ り 書面によ る 同意を 得た場合

はこ の限り でな い。  

２  前項ただし 書に基づき 作成さ れた複写複製物の管理

について は、 第７ 条を 準用する 。  

（ 個人情報等の保護状況に関する 検査の実施）  

第 11 条 発注者は、必要があ る と 認める と き は、受注者

の個人情報等の保護状況について 立入検査を 実施する

こ と ができ る 。  

２  受注者は、 発注者の立入検査の実施に協力し な けれ

ばなら な い。  

３  第１ 項の立入検査の結果、 受注者の個人情報等の保

護状況が適切でな いと 認めら れる 場合、 発注者は受注

者に対し 、 その改善を 求める と と も に、 受注者が個人

情報等を 適切に保護し て いる と 認めら れる ま で、 業務

を 中止さ せる こ と ができ る 。  

（ 個人情報の安全管理義務違反に対する 措置等）  

第 12 条 発注者は、 受注者がこ の契約に基づく 業務に

関し 、 個人情報保護法第 66 条第２ 項において 準用す

る 同条第１ 項の規定に違反し ている と き 、 又はこ の契

約に 基づく 受注者の業務に従事し て い る 者が同法第

67 条に違反し ている と 認める と き は、受注者に対し て 、

行為の是正その他必要な 措置を 講ずる べき 旨を 求める

こ と ができ る 。  

２  発注者は、 業務に関し 個人情報等の漏え い等の事故

が発生し た場合は、 必要に応じ て 当該事故に関する 情

報を 公表する こ と ができ る 。  

（ 契約の保証）  

第 13 条 受注者は、こ の契約の締結と 同時に、次の各号

のいずれかに掲げる 保証を 付さ な ければな ら な い。 た

だし 、 第２ 号の場合において は、 履行保証保険契約の

締結後、 直ち にその保険証券を 発注者に寄託し なけ れ

ばなら な い。  

( 1)  契約保証金の納付 

( 2)  こ の契約によ る 債務の不履行によ り 生ずる 損害

を て ん補する 履行保証保険契約の締結 

２  受注者は、 前項ただし 書き の規定によ る 保険証券の

寄託に代えて 、 電子情報処理組織を 使用する 方法その

他の情報通信の技術を 利用する 方法（ 以下「 電磁的方

法」 と いう 。） であ っ て 、 当該履行保証保険契約の相手

方が定め、発注者が認めた 措置を 講ずる こ と ができ る 。

こ の場合において 、 受注者は、 当該保険証券を 寄託し

たも のと みな す。  
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３  第１ 項の保証に係る 契約保証金の 額又は保険金額

（ 第５ 項において「 保証の額」 と いう 。） は、 一般競争

入札において は業務委託料の 10 分の１ 以上、 指名競

争入札、 随意契約において は 100 分の５ 以上と し なけ

ればな ら ない。  

４  第１ 項の規定によ り 、 受注者が同項第２ 号に掲げる

保証を 付し た と き は、 契約保証金の納付を 免除する 。  

５  業務委託料の変更があ っ た場合には、 一般競争入札

において は保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の

１ 、 指名競争入札及び随意契約において は 100 分の５

に達する ま で、 発注者は、 保証の額の増額を 請求する

こ と ができ 、 受注者は、 保証の額の減額を 請求する こ

と ができ る 。  

６  第１ 項の規定にかかわら ず、 発注者がその必要がな

いと 認めたと き は、 受注者は、 同項各号に掲げる 保証

を 付する こ と を 要し な い。  

７  第１ 項の規定によ り 、 契約保証金の納付が行われて

いる と き は、 発注者は、 当該契約保証金を も っ て 、 こ

の契約に基づき 受注者が負担する 賠償金、 損害金又は

違約金等に充当する こ と ができ る 。こ の場合において 、

な お不足があ る と き は、 当該不足の額についてさ ら に

請求する 。  

（ 権利義務の譲渡等）  

第 14 条 受注者は、 こ の契約によ り 生ずる 権利又は義

務を 第三者に譲渡し 、 承継さ せ、 又はその権利を 担保

に供する こ と ができ な い。 ただし 、 あ ら かじ め、 発注

者の承諾を 得た場合は、 こ の限り でない。  

２  受注者は、 業務を 行う 上で得ら れた記録等を 第三者

に譲渡し 、 貸与し 、 又は質権その他の担保の目的に供

し てはな ら な い。 ただし 、 あ ら かじ め、 発注者の承諾

を 得た場合は、 こ の限り でな い。  

（ 秘密の保持）  

第 15 条 受注者は、 こ の契約の履行に関し て知り 得た

秘密を 第三者に漏ら し て はな ら な い。  

２  受注者は、 発注者の承諾なく 、 設計図書等（ 業務を

行う 上で得ら れた記録等を 含む。） を 他人に閲覧さ せ、

複写さ せ、 又は譲渡し て はな ら な い。  

３  受注者は、自己の業務従事者その他関係人について 、

前２ 項の義務を 遵守さ せる ために必要な 措置を 講じ な

ければな ら な い。  

４  前３ 項の規定は、こ の契約が終了し た 後において も 、

同様と する 。  

（ 再委託の制限）  

第 16 条 受注者は、業務の全部を 一括し て 、又は設計図

書において指定し た主たる 部分を 再委託（ 業務を 発注

者以外の第三者に委託する こ と を いい、 委任、 請負そ

の他委託の形式を 問わな い。以下同じ 。） し て はなら な

い。  

２  受注者は、 業務の一部（ 発注者が設計図書において

指定し た軽微な 部分を 除く 。）を 再委託し よ う と する 場

合は、 あ ら かじ め、 書面によ り 発注者の承諾を 得な け

ればなら ない。 当該承諾に係る 書面の記載事項を 変更

し よ う と する 場合も 同様と する 。  

３  発注者は、 受注者に対し て、 再委託先事業者の商号

又は名称その他必要な 事項の通知を 請求する こ と がで

き る 。  

４  受注者は、 再委託先の再委託に係る 業務の実施につ

いて 、 受注者自ら その再委託に係る 業務を 行う 場合と

同様の責任を 負う も のと する 。  

（ 再々委託等の制限）  

第 16 条の２  受注者は、 前条第２ 項の規定によ り 再委

託し た業務の全部を 一括し て 、 再々委託等（ 業務を 再

委託先事業者又は再委託先事業者から さ ら に委託を 受

ける 者等（ 以下「 再委託先等」 と いう 。） から 発注者及

び再委託先等以外の第三者に委託する こ と を いい、 委

任、 請負その他委託の形式を 問わない。 以下同じ 。） さ

せて はな ら な い。  

２  受注者は、 業務の一部（ 発注者が設計図書において

指定し た軽微な 部分を 除く 。）を 再々委託等さ せよ う と

する 場合は、 あ ら かじ め、 再々委託等さ せる 業務の履

行体制等について 書面によ り 発注者の確認を 受けな け

ればなら ない。 当該確認に係る 書面の記載事項を 変更

し よ う と する 場合も 同様と する 。  

３  受注者は、 再々委託等先事業者の再々委託等に係る

業務の実施について、 受注者自ら その再々委託等に係

る 業務を 行う 場合と 同様の責任を 負う も のと する 。  

（ 特許権等の使用）  

第 17 条 受注者は、 特許権、 実用新案権、 意匠権、 商標

権その他日本国の法令に基づき 保護さ れる 第三者の権

利（ 以下「 特許権等」 と いう 。） の対象と な っ て いる 履

行方法を 使用する と き は、 その使用に関する 一切の責

任を 負わなけ ればなら な い。 ただし 、 発注者がその履

行方法を 指定し た場合において、 設計図書に特許権等

の対象であ る 旨の明示がな く 、 かつ、 受注者がその存

在を 知ら なかっ たと き は、 発注者は、 受注者がその使

用に関し て要し た費用を 負担し な ければな ら ない。  

（ 特許権の発明等）  

第 17 条の２  受注者は、業務の遂行にあ たり 、特許権等

の対象と なる べき 発明又は考案を し た場合には、 書面

にて 発注者に通知し な ければなら な い。  

２  前項の場合において 、 当該特許権等の取得のた めの

手続き 及び権利の帰属等に関する 詳細については、 発

注者と 受注者と が協議し て 定める 。  

（ 監督職員）  
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第 18 条 発注者は、監督職員を 置いたと き は、その氏名

を 受注者に通知し なければな ら な い。 監督職員を 変更

し たと き も 、 同様と する 。  

２  監督職員は、 こ の契約書の他の条項に定める も の及

びこ の契約書に基づく 発注者の権限と さ れる 事項のう

ち発注者が必要と 認めて 監督職員に委任し たも ののほ

か、 設計図書に定める と こ ろ によ り 、 次に掲げる 権限

を 有する 。  

( 1)  発注者の意図する 業務を 完了さ せる た めの受注

者又は受注者の業務責任者に対する 業務に関する 指

示 

( 2)   こ の契約書及び設計図書の記載内容に関する 受

注者の確認の申出又は質問に対する 承諾又は回答 

( 3)  こ の契約の履行に関する 受注者又は受注者の業

務責任者と の協議 

( 4)  業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と 履行内

容と の照合その他こ の契約の履行状況の調査 

３  発注者は、 ２ 名以上の監督職員を 置き 、 前項の権限

を 分担さ せた と き にあ っ て はそれぞれの監督職員の有

する 権限の内容を 、 監督職員にこ の契約書に基づく 発

注者の権限の一部を 委任し た と き にあ っ て は当該委任

し た権限の内容を 、受注者に通知し な ければな ら な い。 

４  第２ 項の規定に基づく 監督職員の指示又は承諾は、

原則と し て、 書面によ り 行わなければな ら な い。  

５  こ の契約書に定める 書面の提出は、 設計図書に定め

る も のを 除き 、 監督職員を 経由し て 行う も のと する 。

こ の場合において は、 監督職員に到達し た日を も っ て

発注者に到達し たも のと みな す。  

（ 業務責任者）  

第 19 条 受注者は、 業務の管理・ 運営に必要な 知識、 技

能、 資格及び経験を 有する 業務責任者を 定め、 その氏

名その他必要な 事項を 発注者に通知し な ければな ら な

い。 業務責任者を 変更し たと き も 、 同様と する 。  

２  業務責任者は、 こ の契約の履行に関し 、 業務の管理

及び統轄を 行う ほか、 業務委託料の変更、 履行期間の

変更、業務委託料の請求及び受領、第 20 条第１ 項の請

求の受理、 同条第２ 項の決定及び通知、 同条第３ 項の

請求、 同条第４ 項の通知の受理並びにこ の契約の解除

に係る 権限を 除き 、 こ の契約に基づく 受注者の一切の

権限を 行使する こ と ができ る 。  

３  受注者は、 前項の規定にかかわら ず、 自己の有する

権限のう ちこ れを 業務責任者に委任せず自ら 行使し よ

う と する も のがあ る と き は、 あ ら かじ め、 当該権限の

内容を 発注者に通知し な ければな ら ない。  

（ 特定個人情報を 取扱う 者）  

第 19 条の２  受注者は、業務の履行において、特定個人

情報を 取扱う 場合には、 特定個人情報を 取扱う 者の氏

名その他必要な 事項を 発注者に通知し な け ればなら な

い。  

（ 業務責任者等に対する 措置請求）  

第 20 条 発注者は、業務責任者、受注者の使用人又は再

委託先等がその業務を 実施する につき 著し く 不適当と

認めら れる 場合は、 受注者に対し て 、 その理由を 明示

し た書面によ り 、 必要な 措置を と る べき こ と を 請求す

る こ と ができ る 。  

２  受注者は、 前項の規定によ る 請求があ っ たと き は、

当該請求に係る 事項について 決定し 、 その結果を 請求

を 受けた日から 10 日以内に発注者に通知し な ければ

な ら な い。  

３  受注者は、 監督職員がその職務の執行につき 著し く

不適当と 認めら れる と き は、 発注者に対し て、 その理

由を 明示し た書面によ り 、 必要な 措置を と る べき こ と

を 請求する こ と ができ る 。  

４  発注者は、 前項の規定によ る 請求があ っ たと き は、

当該請求に係る 事項について 決定し 、 その結果を 請求

を 受けた日から 10 日以内に受注者に通知し な ければ

な ら な い。  

（ 履行報告）  

第 21 条 受注者は、設計図書に定める と こ ろ によ り 、こ

の契約の履行について 発注者に報告し な け ればなら な

い。  

（ 貸与品等）  

第 22 条 発注者が受注者に貸与し 、 又は支給する 器具、

図面その他業務に必要な 物品等（ 以下「 貸与品等」 と

いう 。） の品名、 数量、 品質、 規格又は、 性能、 引渡場

所及び引渡時期は、 設計図書に定める と こ ろ によ る 。  

２  受注者は貸与品等の引渡し を 受けたと き は、 引渡し

の日から ７ 日以内に、 発注者に受領書又は借用書を 提

出し な ければな ら ない。  

３  受注者は、 貸与品等を 善良な 管理者の注意を も っ て

管理し な ければな ら な い。  

４  受注者は、 設計図書に定める と こ ろ によ り 、 業務の

完了、 設計図書の変更等によ っ て 不用と な っ た貸与品

等を 発注者に返還し な ければなら な い。  

５  受注者は、 故意又は過失によ り 貸与品等が滅失若し

く はき 損し 、 又はその返還が不可能と な っ たと き は、

発注者の指定し た期間内に代品を 納め、 若し く は原状

に復し て 返還し 、 又は返還に代え て 損害を 賠償し な け

ればな ら ない。  

 

第 23 条 削除 

 

（ 条件変更等）  

第 24 条 受注者は、業務を 行う に当たり 、次の各号のい
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ずれかに該当する 事実を 発見し たと き は、 その旨を 直

ち に発注者に通知し 、 その確認を 請求し な ければな ら

な い。  

( 1)  図面、仕様書、現場説明書及びこ れら の図書に係

る 質問回答書並びに現場説明に対する 質問回答書が

一致し ないこ と （ こ れら の優先順位が定めら れて い

る 場合は除く 。）  

( 2)  設計図書に誤謬又は脱漏があ る こ と  

( 3)  設計図書の表示が明確でな いこ と  

( 4)  履行上の制約等設計図書に示さ れた 自然的又は

人為的な履行条件が実際と 相違する こ と  

( 5)  設計図書に明示さ れて いな い履行条件について

予期する こ と のでき な い特別な状態が生じ たこ と  

２  発注者は、 前項の規定によ る 確認を 請求さ れた と き

又は自ら 前項各号に掲げる 事実を 発見し た と き は、 受

注者の立会いの上、 直ち に調査を 行わな け ればな ら な

い。 ただし 、 受注者が立会いに応じ ない場合には、 受

注者の立会いを 得ずに行う こ と ができ る 。  

３  発注者は、 受注者の意見を 聴いて、 調査の結果（ こ

れに対し てと る べき 措置を 指示する 必要があ る と き は、

当該指示を 含む。） を と り ま と め、 調査の終了後 14 日

以内に、その結果を 受注者に通知し なければな ら な い。

ただし 、 その期間内に通知でき な いやむを 得ない理由

があ る と き は、あ ら かじ め、受注者の意見を 聴いた上、

当該期間を 延長する こ と ができ る 。  

４  前項の調査の結果によ り 第１ 項各号に掲げる 事実が

確認さ れた場合において 、 必要があ る と 認めら れる と

き は、 発注者は、 設計図書の訂正又は変更を 行わな け

ればな ら ない。  

５  前項の規定によ り 設計図書の訂正又は変更が行われ

た場合において、 発注者は、 必要があ る と 認めら れる

と き は、 履行期間若し く は業務委託料を 変更し 、 又は

受注者に損害を 及ぼし たと き は必要な費用を 負担し な

ければな ら な い。  

（ 設計図書等の変更）  

第 25 条 発注者は、前条第４ 項の規定によ る ほか、必要

があ る と 認める と き は、 設計図書又は業務に関する 指

示（ 以下こ の条及び第 27 条において「 設計図書等」 と

いう 。） の変更内容を 受注者に通知し て 、設計図書等を

変更する こ と ができ る 。こ の場合において、発注者は、

必要があ る と 認める と き は履行期間若し く は業務委託

料を 変更し 、 又は受注者に損害を 及ぼし た と き は必要

な 費用を 負担し な ければな ら ない。  

（ 業務の中止）  

第 26 条 発注者は、必要があ る と 認める と き は、業務の

中止内容を 受注者に通知し て 、 業務の全部又は一部を

一時中止さ せる こ と ができ る 。  

２  発注者は、 前項の規定によ り 業務を 一時中止し た場

合において、 必要があ る と 認めら れる と き は、 履行期

間若し く は業務委託料を 変更し 、 又は受注者が業務の

続行に備え業務の一時中止に伴う 増加費用を 必要と し

たと き 若し く は受注者に損害を 及ぼし たと き は必要な

費用を 負担し な ければな ら な い。  

（ 業務に係る 受注者の提案）  

第 27 条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経

済的に優れた 代替方法その他改良事項を 発見し 、 又は

発案し たと き は、 発注者に対し て 、 当該発見又は発案

に基づき 設計図書等の変更を 提案する こ と ができ る 。  

２  発注者は、 前項に規定する 受注者の提案を 受け た場

合において、 必要があ る と 認める と き は、 設計図書等

の変更を 受注者に通知する も のと する 。  

３  発注者は、 前項の規定によ り 設計図書等が変更さ れ

た場合において 、 必要があ る と 認めら れる と き は、 履

行期間又は業務委託料を 変更し な ければな ら ない。  

（ 受注者の請求によ る 履行期間の延長）  

第 28 条 受注者は、 その責めに帰すこ と ができ な い事

由によ り 履行期間内に業務を 完了する こ と ができ な い

と き は、 その理由を 明示し た 書面によ り 発注者に履行

期間の延長変更を 請求する こ と ができ る 。  

２  発注者は、 前項の規定によ る 請求があ っ た場合にお

いて 、 必要があ る と 認めら れる と き は、 履行期間を 延

長し なければな ら ない。 発注者は、 その履行期間の延

長が発注者の責めに帰すべき 事由によ る 場合において

は、業務委託料について 必要と 認めら れる 変更を 行い、

又は受注者に損害を 及ぼし た と き は必要な 費用を 負担

し な ければな ら な い。  

（ 発注者の請求によ る 履行期間の短縮等）  

第 29 条 発注者は、 特別の理由によ り 履行期間を 短縮

する 必要があ る と き は、 履行期間の短縮変更を 受注者

に請求する こ と ができ る 。  

２  発注者は、 こ の契約書の他の条項の規定によ り 履行

期間を 延長すべき 場合において、 特別の理由があ る と

き は、 延長する 履行期間について 、 受注者に通常必要

と さ れる 履行期間に満たな い履行期間への変更を 請求

する こ と ができ る 。  

３  発注者は、 前２ 項の場合において、 必要があ る と 認

めら れる と き は、 業務委託料を 変更し 、 又は受注者に

損害を 及ぼし たと き は必要な 費用を 負担し な ければな

ら な い。  

（ 履行期間の変更方法）  

第 30 条 本契約書の規定に基づく 履行期間の変更につ

いて は、発注者と 受注者と が協議し て 定める 。ただし 、

協議開始の日から 14 日以内に協議が整わな い場合に

は、 発注者が定め、 受注者に通知する 。  
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２  前項の協議開始の日について は、 発注者が受注者の

意見を 聴いて 定め、 受注者に通知する も のと する 。 た

だし 、 発注者が履行期間の変更事由が生じ た日（ 第 28

条の場合にあ っ て は、 発注者が履行期間の変更の請求

を 受けた日、 前条の場合にあ っ て は、 受注者が履行期

間の変更の請求を 受けた日と する 。）から ７ 日以内に協

議開始の日を 通知し な い場合には、 受注者は、 協議開

始の日を 定め、 発注者に通知する こ と ができ る 。  

（ 業務委託料の変更方法等）  

第 31 条 本契約書の規定に基づく 業務委託料の変更に

ついては、 発注者と 受注者と が協議し て 定める 。 た だ

し 、 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わな い場

合には、 発注者が定め、 受注者に通知する 。  

２  前項の協議開始の日について は、 発注者が受注者の

意見を 聴いて 定め、 受注者に通知する も のと する 。 た

だし 、 発注者が業務委託料の変更事由が生じ た日から

７ 日以内に協議開始の日を 通知し な い場合には、 受注

者は、 協議開始の日を 定め、 発注者に通知する こ と が

でき る 。  

３  こ の契約書の規定によ り 、 受注者が増加費用を 必要

と し た場合又は損害を 受けた 場合に発注者が負担する

必要な費用の額について は、 発注者と 受注者と が協議

し て 定める 。  

（ 臨機の措置）  

第 32 条 受注者は、業務を 行う に当たっ て 、災害防止等

のため必要があ る と 認める と き は、 臨機の措置を と ら

なければなら な い。 こ の場合において、 必要があ る と

認める と き は、 受注者は、 あ ら かじ め、 発注者の意見

を 聴かな ければな ら な い。 た だし 、 緊急やむを 得な い

事情があ る と き は、 こ の限り でな い。  

２  前項の場合において は、 受注者は、 そのと っ た 措置

の内容を 発注者に直ち に通知し な ければな ら ない。  

３  発注者は、 災害防止その他の業務を 行う 上で特に必

要があ る と 認める と き は、 受注者に対し て 臨機の措置

を と る こ と を 請求する こ と ができ る 。  

４  受注者が第１ 項又は前項の規定によ り 臨機の措置を

と っ た場合において、 当該措置に要し た費用のう ち 、

受注者が業務委託料の範囲において 負担する こ と が適

当でないと 認めら れる 部分について は、 発注者がこ れ

を 負担する 。  

（ 一般的損害）  

第 33 条 業務の完了前に、 業務を 行う につき 生じ た損

害（ 次条第１ 項、第２ 項若し く は第３ 項又は第 34 条の

２ 第 1 項に規定する 損害を 除く 。） については、受注者

がその費用を 負担する 。 ただし 、 その損害（ 設計図書

に定める と こ ろ によ り 付さ れた保険によ り て ん補さ れ

た部分を 除く 。）のう ち発注者の責めに帰すべき 事由に

よ り 生じ たも のについて は、 発注者が負担する 。  

（ 第三者に及ぼし た損害）  

第 34 条 業務を 行う につき 第三者に及ぼし た損害（ 第

３ 項に規定する 損害を 除く 。） について 、当該第三者に

対し て 損害の賠償を 行わな ければな ら な いと き は、 受

注者がその賠償額を 負担する 。  

２  前項の規定にかかわら ず、同項の規定する 賠償額（ 設

計図書に定める と こ ろ によ り 付さ れた保険によ り て ん

補さ れた部分を 除く 。） のう ち 、 発注者の指示、 貸与品

等の性状その他発注者の責めに帰すべき 事由によ り 生

じ たも のについて は、発注者がその賠償額を 負担する 。

ただし 、 受注者が、 発注者の指示又は貸与品等が不適

当であ る こ と 等発注者の責めに帰すべき 事由があ る こ

と を 知り ながら こ れを 通知し なかっ たと き は、 こ の限

り でな い。  

３  業務を 行う につき 通常避ける こ と ができ ない騒音、振

動、 地下水の断絶等の理由によ り 第三者に及ぼし た 損

害（ 設計図書に定める と こ ろ によ り 付さ れた保険によ

り てん補さ れた部分を 除く 。） について 、当該第三者に

損害の賠償を 行わなけ ればな ら な いと き は、 発注者が

その賠償額を 負担し な ければなら な い。 た だし 、 業務

を 行う につき 受注者が善良な 管理者の注意義務を 怠っ

たこ と によ り 生じ たも のについて は、 受注者が負担す

る 。   

４  前３ 項の場合その他業務を 行う につき 第三者と の間

に紛争が生じ た場合において は、 発注者及び受注者は

協力し て その処理解決に当たる も のと する 。  

（ 不可抗力によ る 損害）  

第 34 条の２  業務を 完了する 前に、 天災等（ 設計図書で

基準を 定めたも のにあ っ て は、 当該基準を 超え る も の

に限る 。） で、発注者と 受注者のいずれの責めにも 帰す

る こ と ができ な いも の（ 以下こ の条において「 不可抗

力」 と いう 。） によ り 、 仮設物又は作業現場に搬入済み

の器具に損害が生じ た と き は、 受注者は、 その事実の

発生後直ちにその状況を 発注者に通知し な ければな ら

な い。  

２  発注者は、前項の規定によ る 通知を 受け たと き は、直

ち に調査を 行い、 同項の損害（ 受注者が善良な 管理者

の注意義務を 怠っ たこ と に基づく も の及び設計図書に

定める と こ ろ によ り 付さ れた保険によ り て ん補さ れた

部分を 除く 。 以下こ の条において「 損害」 と いう 。） の

状況を 確認し 、 その結果を 受注者に通知し なければな

ら ない。  

３  受注者は、前項の規定によ り 損害の状況が確認さ れた

と き は、 損害によ る 費用の負担を 発注者に請求する こ

と ができ る 。  

４  発注者は、前項の規定によ り 受注者から 損害によ る 費
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用の負担の請求があ っ たと き は、 当該損害の額（ 仮設

物又は作業現場に搬入済みの器具であ っ て 立会いその

他受注者の業務に関する 記録等によ り 確認する こ と が

でき る も のに係る 額に限る 。）及び当該損害の取片付け

に要する 費用の額の合計額（ 第６ 項において 「 損害合

計額」 と いう 。） のう ち 、 業務委託料の 100 分の１ を 超

え る 額を 負担し な ければな ら ない。  

５  損害の額は、損害を 受けた 仮設物又は器具で通常妥当

と 認めら れる も のについて 、 当該業務で償却する こ と

と し て いる 償却費の額から 損害を 受けた時点における

業務に相応する 償却費の額を 差し 引いた額と する 。 た

だし 、 修繕によ り その機能を 回復する こ と ができ 、 か

つ、 修繕費の額が上記の額よ り 少額であ る も のについ

て は、 その修繕費の額と する 。  

６  数次にわた る 不可抗力によ り 損害合計額が累積し た

場合における 第２ 次以降の不可抗力によ る 損害合計額

の負担については、 第４ 項中「 当該損害の額」 と あ る

のは「 損害の額の累計」 と 、「 当該損害の取片付けに要

する 費用の額」 と あ る のは「 損害の取片付けに要する

費用の額の累計」 と 、「 業務委託料の 100 分の１ を 超え

る 額」 と あ る のは「 業務委託料の 100 分の 1 を 超え る

額から 既に負担し た額を 差し 引いた額」 と し て同項を

適用する 。  

（ 業務委託料の変更に代え る 設計図書の変更）  

第 35 条 発注者は、第 17 条、第 24 条から 第 29 条ま で、

第 32 条又は第 33 条の規定によ り 業務委託料を 増額す

べき 場合又は費用を 負担すべき 場合において 、 特別の

理由があ る と き は、 業務委託料の増額又は負担額の全

部又は一部に代え て設計図書を 変更する こ と ができ る 。

こ の場合において 、 設計図書の変更内容は、 発注者と

受注者と が協議し て定める 。 ただし 、 協議開始の日か

ら 14 日以内に協議が整わな い場合には、 発注者が定

め、 受注者に通知する 。  

２  前項の協議開始の日について は、 発注者が受注者の

意見を 聴いて 定め、受注者に通知し なければな ら な い。

ただし 、 発注者が前項の業務委託料を 増額すべき 事由

又は費用を 負担すべき 事由が生じ た日から ７ 日以内に

協議開始の日を 通知し な い場合には、 受注者は、 協議

開始の日を 定め、 発注者に通知する こ と ができ る 。  

（ 検査及び引渡し ）  

第 36 条 受注者は、業務を 完了し たと き は、その旨を 発

注者に通知し なければな ら な い。  

２  発注者又は発注者が検査を 行う 者と し て 定めた 職員

（ 以下「 検査職員」 と いう 。） は、 前項の規定によ る 通

知を 受けたと き は、 通知を 受けた日から 10 日以内に

受注者の立会いの上、設計図書に定める と こ ろ によ り 、

業務の完了を 確認する ための検査を 完了し 、 当該検査

の結果を 受注者に通知し な け ればな ら な い。 ただし 、

受注者の立会いについて 、 検査職員がその必要がな い

と 認める と き は、 こ の限り でない。  

３  受注者は、 前項た だし 書の場合を 除き 、 同項本文の

検査に立ち会わな かっ たと き は、 検査の結果について

異議を 申し 立て る こ と ができ ない。  

４  発注者は、 第２ 項の検査によ っ て業務の完了を 確認

し た後、 受注者が業務報告書の引渡し を 申し 出たと き

は、 直ち に当該業務報告書の引渡し を 受けな ければな

ら な い。  

５  発注者は、 受注者が前項の申出を 行わないと き は、

当該業務報告書の引渡し を 業務委託料の支払いの完了

と 同時に行う こ と を 請求する こ と ができ る 。 こ の場合

において 、 受注者は、 当該請求に直ちに応じ なければ

なら ない。  

６  受注者は、業務が第２ 項の検査に合格し な いと き は、

直ち に履行し て 発注者の検査を 受けなければなら な い。

こ の場合において 、 履行の完了を 業務の完了と みな し

て前５ 項の規定を 準用する 。  

（ 減価採用）  

第 37 条 前条第６ 項の規定にかかわら ず、 検査の結果、

当該履行内容に僅少の不備があ る 場合で発注者がその

使用上重大な 支障がな いと 認め、 かつ、 期限その他の

条件から 履行が困難と 認めた と き は、 相当の価格を 減

価の上、 こ れを 採用する こ と ができ る 。 減価の額は発

注者が定める 。  

（ 業務委託料の支払い）  

第 38 条 受注者は、 第 36 条第２ 項の検査に合格し たと

き は、 業務委託料の支払いを 請求する こ と ができ る 。  

２  発注者は、 前項の規定によ る 請求があ っ たと き は、

請求を 受けた 日から 30 日以内に業務委託料を 支払わ

なければなら な い。  

３  発注者が、 その責めに帰すべき 事由によ り 第 36 条

第２ 項の期間内に検査を 完了し な いと き は、 その期限

を 経過し た日から 検査を 完了し た日ま での期間の日数

は、 前項の期間（ 以下「 約定期間」 と いう 。） の日数か

ら 差し 引く も のと する 。 こ の場合において 、 その遅延

日数が約定期間の日数を 超え る と き は、 約定期間は、

遅延日数が約定期間の日数を 超え た日において満了し

たも のと みな す。  

（ 部分払）  

第 39 条 受注者は、業務の完了前に、既に履行し た部分

（ 本条第３ 項に定める 検査に合格し たも の。 以下「 既

履行部分」 と いう 。） に相応する 金額（ 以下「 業務委託

料相当額」 と いう 。） について 、 次項から 第７ 項ま でに

定める と こ ろ によ り 部分払を 請求する こ と ができ る 。

ただし 、こ の請求は、月１ 回を 越え る こ と ができ な い。  
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２  受注者は、 部分払を 請求し よ う と する と き は、 あ ら

かじ め、 当該請求に係る 既履行部分の確認を 書面によ

り 発注者に請求し なければな ら な い。  

３  発注者は、 前項の場合において 、 当該請求を 受けた

日から 10 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に

定める と こ ろ によ り 、 前項の確認を する ための検査を

行い、 当該確認の結果を 受注者に通知し な ければな ら

ない。 ただし 、 受注者の立会いについて 、 検査職員が

その必要がな いと 認める と き は、 こ の限り でない。  

４  前項の場合において 、 検査に直接要する 費用は、 受

注者の負担と する 。  

５  受注者は、第３ 項の規定によ る 確認があ っ たと き は、

部分払を 請求する こ と ができ る 。こ の場合において は、

発注者は、 当該請求を 受けた 日から 30 日以内に部分

払金を 支払わな ければな ら な い。  

６  部分払金の額は、 次の式によ り 算定する 。 こ の場合

において 、 業務委託料相当額は、 発注者と 受注者と が

協議し て 定める 。 ただし 、 発注者が前項の請求を 受け

た日から 10 日以内に協議が整わな い場合には、 発注

者が定め、 受注者に通知する 。  

部分払金の額≦業務委託料相当額×（ ９ ／10）（ 債務

が性質上不可分の委託契約）  

部分払金の額≦業務委託料相当額（ 債務が性質上可

分の委託契約）  

７  第５ 項の規定によ り 部分払金の支払があ っ た後、 再

度部分払の請求を する 場合において は、 第１ 項及び第

６ 項中「 業務委託料相当額」 と あ る のは「 業務委託料

相当額から すでに部分払の対象と な っ た業務委託料相

当額を 控除し た額」 と する 。  

（ 部分払金の不払に対する 業務中止）  

第 40 条 受注者は、 発注者が第 38 条又は第 39 条の規

定に基づく 支払いを 遅延し 、 相当の期間を 定めて その

支払いを 請求し たにも かかわら ず支払いを し ないと き

は、業務の全部又は一部を 一時中止する こ と ができ る 。

こ の場合において は、 受注者は、 その理由を 明示し た

書面によ り 、 直ち にその旨を 発注者に通知し なければ

なら ない。  

２  発注者は、 前項の規定によ り 受注者が業務を 一時中

止し た場合において、 必要があ る と 認めら れる と き は

履行期間若し く は業務委託料を 変更し 、 又は受注者が

増加費用を 必要と し 、 若し く は受注者に損害を 及ぼし

たと き は必要な 費用を 負担し なければな ら な い。  

（ 債務不履行に対する 受注者の責任）  

第 41 条 受注者は、業務について、こ の契約に定めら れ

たと おり 履行でき ないこ と が明ら かにな っ たと き は、

遅滞なく 発注者に報告し な け ればな ら な い。  

２  前項の報告を 受け た場合、 又は受注者がこ の契約に

違反し たこ と が明ら かにな っ た場合、 その効果がこ の

契約に定めら れて いる も ののほか、 発注者は、 受注者

に対し て 相当の期間を 定めて その履行の追完を 請求し 、

若し く は履行の追完と と も に損害の賠償を 請求し 、 又

はその履行の追完に代え て 損害の賠償を 請求する こ と

ができ る 。 ただし 、 債務の不履行が受注者の責めに帰

する こ と ができ な い事由によ る も のであ る と き は、 発

注者は、 損害の賠償を 請求する こ と ができ ない。  

３  前項の規定は、 第 43 条第１ 項及び第２ 項に定める

解除権の行使を 妨げな い。  

４  第２ 項において、受注者が負う べき 責任は、第 36 条

第２ 項又は第 39 条第３ 項の規定によ る 検査に合格し

たこ と を も っ て 免れる も のではな い。  

（ 履行遅延の場合における 損害金等）  

第 42 条 受注者の責めに帰すべき 事由によ り 履行期間

内に業務を 完了する こ と ができ な い場合において、 発

注者が履行期間後に完了する 見込があ る と 認めたと き

は、 発注者は、 延滞違約金の支払いを 受注者に請求す

る こ と ができ る 。  

２  前項の延滞違約金の額は、業務委託料（ 第 37 条の規

定に基づき 減価し たと き はその減価後の金額） から 第

39 条に規定する 支払い済みの部分払金を 控除し た 額

につき 、 遅延日数に応じ 、 契約日における 政府契約の

支払遅延防止等に関する 法律（ 昭和 24 年法律第 256

号） 第８ 条第１ 項の規定に基づき 財務大臣が決定する

率を 乗じ て計算し た額と する 。  

３  発注者の責めに帰すべき 事由によ り 、 第 38 条第２

項の業務委託料又は第 39 条第５ 項の規定によ る 部分

払金の支払いが遅れた 場合において は、 受注者は、 未

受領金額につき 、 遅延日数に応じ 、 契約日における 政

府契約の支払遅延防止等に関する 法律第８ 条第１ 項の

規定に基づき 財務大臣が決定する 率を 乗じ て計算し た

額の遅延利息の支払いを 発注者に請求する こ と ができ

る 。  

（ 不当な 取引制限等に係る 損害賠償金）  

第 42 条の２  受注者は、 次の各号のいずれかに該当す

る と き は、 発注者に対し 、 損害賠償金と し て、 こ の契

約の業務委託料の 100 分の 20 に相当する 額を 、 発注

者の指定する 期間内に納付し なければな ら ない。 こ の

契約が履行さ れた場合において次の各号のいずれかに

該当する と き も 、 同様と する 。  

( 1)  受注者が、こ の契約について、私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する 法律（ 昭和 22 年法律第

54 号。 以下「 独占禁止法」 と いう 。） 第３ 条又は第８

条第１ 号の規定に違反する と し て 、 排除措置命令等

（ 独占禁止法第 49 条に規定する 排除措置命令又は

独占禁止法第 62 条第１ 項に規定する 納付命令（ 同
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法第７ 条の９ 第２ 項又は第 20 条の２ から 第 20 条の

６ ま での規定によ る 命令を 除く 。 以下「 納付命令」

と いう 。） を いう 。 以下同じ 。） を 受け、 こ れら が確

定し たと き（ 確定し た納付命令が独占禁止法第 63 条

第２ 項に 基づき 取り 消さ れた と き を 含む。 以下同

じ 。）。  

( 2)  こ の契約について 、確定し た排除措置命令等（ 受

注者以外の者に対する も のに限る 。） において 、受注

者に独占禁止法第３ 条又は第８ 条第１ 号の規定に違

反する 行為があ っ たと さ れた と き 。  

( 3)  確定し た排除措置命令等において 、受注者に独占

禁止法第３ 条又は第８ 条第１ 号の規定に違反する 行

為があ っ た と さ れた 期間及び当該行為の対象と な っ

た取引分野が示さ れた場合（ こ の契約が、 示さ れた

場合を 除く 。） に、 こ の契約が、 当該期間における 入

札又は見積書の徴取によ る も のであ り 、 かつ、 当該

取引分野に該当する と き 。  

( 4)  受注者又は受注者の役員若し く は使用人が、こ の

契約について、 刑法（ 明治 40 年法律第 45 号） 第 96

条の６ 又は独占禁止法第 89 条第１ 項若し く は第 95

条第１ 項第１ 号の規定に該当する こ と によ り 有罪判

決を 受け、 当該判決が確定し たと き 。  

２  前項の場合において 、 受注者がこ の契約について行

っ た独占禁止法第３ 条若し く は第８ 条第１ 号の規定に

違反する 行為又は受注者若し く は受注者の役員若し く

は使用人がこ の契約について 行っ た刑法第 96 条の６

に規定する 行為によ り 発注者が受けた損害額から 前項

の規定に基づき 納付さ れる 額を 控除し て 残余の額があ

る と き は、 発注者は、 当該残余の額について さ ら に損

害賠償を 請求する 。  

３  第１ 項の規定によ り 受注者が損害賠償金を 納付する

場合において は、 当該損害賠償金のう ち 、 当該契約に

係る 支払済みの代金の業務委託料に対する 割合に相当

する 部分について 、 当該代金の支払の日から 発注者の

指定する 支払期日ま で、 当該代金の支払の日における

民事法定利率（ 民法第 404 条第３ 項の規定に基づき 法

務省令で定める 率を 言う 。以下同じ 。） の割合によ る 利

息を 付さ なけ ればなら な い。  

（ 発注者の解除権）  

第 43 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該

当する と き は、 相当の期間を 定めて その履行の催告を

し 、 その期間内に履行がな いと き は、 こ の契約を 解除

する こ と ができ る 。 た だし 、 当該不履行がこ の契約及

び取引上の社会通念に照ら し て軽微であ る と き は、 こ

の限り でない。  

( 1)   正当な 理由な く こ の契約の全部又は一部を 履行 

し ないと き 。  

( 2)  履行期間内に業務を 完了し な いと き 、又は完了す

る 見込みが明ら かにな いと 認めら れる と き 。  

( 3)  正当な 理由な く 第 41 条第２ 項に定める 追完がな

さ れな いと き 。  

( 4)   こ の契約の履行にあ た り 発注者の指示に従わな

いと き 又は発注者の職務の執行を 妨げたと き 。  

( 5)  コ ン プラ イ ア ン ス 条例の規定に基づく 調査に正

当な理由な く 協力し ないと き 又は同条例の規定に基

づく 勧告に正当な 理由な く 従わな いと き 。  

( 6)  前各号のほかこ の契約に違反し たと き 。  

２  発注者は、 次の各号のいずれかに該当する と き は、

前項の催告を する こ と な く 、 直ち に契約の解除を する

こ と ができ る 。  

( 1)   第 14 条の規定に違反し 、発注者の承諾を 得ずに本

契約から 生じ る 債権を 譲渡し たと き 。  

( 2)   受注者の債務の全部が履行不能であ る と き 。  

( 3)   受注者がこ の契約の全部の履行を 拒絶する 意思を

明確に表示し たと き 。  

( 4)   受注者の債務の一部の履行が不能であ る 場合又は

受注者が債務の一部の履行を 拒絶する 意思を 明確に

表示し た場合において 、 残存する 部分のみでは契約

の目的を 達する こ と ができ な いと き 。  

( 5)   契約の性質や発注者の意思表示によ り 、 特定の日

時又は一定の期間内に履行し なければ契約を し た目

的を 達する こ と ができ な い場合において 、 受注者が

履行を し ないでその時期を 経過し たと き 。  

( 6)   前各号に掲げる 場合のほか、 発注者が前項の催告

を し て も 、 受注者がその債務を 履行し な い又は契約

の目的を 達する のに足り る 履行がな さ れる 見込みが

な いこ と が明ら かであ る と き 。  

( 7)   受注者が第 45 条第１ 項の規定によ ら な いでこ の

契約の解除を 申し 出たと き 。  

( 8)   大阪市暴力団排除条例（ 平成 23 年大阪市条例第

10 号。 以下「 暴力団排除条例」 と いう 。） 第２ 条第１

号に規定する 暴力団（ 以下「 暴力団」 と いう 。）、 同

条第２ 号に規定する 暴力団員（ 以下「 暴力団員」 と

いう 。）又は同条第３ 号に規定する 暴力団密接関係者

（ 以下「 暴力団密接関係者」 と いう 。） に、 本契約か

ら 生じ る 債権を 譲渡し たこ と が判明し たと き 。  

( 9)   こ の契約の締結又は履行について 不正な 行為があ

っ たと き 。  

( 10)  発注者に重大な 損害又は危害を 及ぼし たと き 。  

( 11)  監督官庁から 営業許可の取り 消し 、 停止等の処分

を 受けたと き 。  

３  前各項各号に掲げる 事項が発注者の責めに帰すべき

事由によ る も のであ る と き は、 発注者は、 契約の解除を

する こ と ができ な い。  
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（ 誓約書の提出）  

第 43 条の２  受注者及び暴力団排除条例第７ 条に規定

する 下請負人等（ 以下「 下請負人等」 と いう 。） は、 暴

力団員又は暴力団密接関係者でな いこ と を それぞれが

表明し た誓約書を 、発注者に提出し な ければな ら な い。

ただし 、 発注者が必要でな いと 判断し た場合はこ の限

り でない。  

（ 暴力団排除に伴う 契約の解除）  

第 43 条の３  発注者は、 次の各号のいずれかに該当す

る と き は、催告を する こ と な く 直ち に契約を 解除する 。 

( 1)  暴力団排除条例第８ 条第１ 項第６ 号に基づき 、受

注者（ 受注者が共同企業体であ る と き は、 その構成

員のいずれかの者。以下こ の条において 同じ 。） が暴

力団員又は暴力団密接関係者に該当する と 認めら れ

たと き 。   

( 2)  暴力団排除条例第８ 条第１ 項第７ 号に基づき 、下

請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当す

る と 認めら れた場合において 、 受注者に対し て、 当

該下請負人等と の契約の解除を 求め、 受注者が当該

下請負人等と の契約の解除の求めを 拒否し たと き 。   

（ 契約が解除さ れた場合等の違約金）  

第 43 条の４  次の各号のいずれかに該当する 場合にお

いて は、 受注者は、 一般競争入札において は業務委託

料の 10 分の１ 、 指名競争入札、 随意契約において は

100 分の５ に相当する 額を 違約金と し て 発注者の指定

する 期間内に支払わな ければなら な い。  

 ( 1)  第 43 条の規定によ り こ の契約が解除さ れた 場合 

（ 受注者の責めに帰する こ と ができ な い事由に

よ る 場合を 除く 。）  

( 2)  受注者がその債務の履行を 拒否し 、又は受注者の

責めに帰すべき 事由によ っ て 受注者の債務について

履行不能と な っ た場合 

２  次の各号に掲げる 者がこ の契約を 解除し た場合は、

前項第２ 号に該当する 場合と みな す。  

 ( 1)  受注者について 破産手続開始の決定があ っ た 場

合において、 破産法（ 平成 16 年法律第 75 号） の規

定によ り 選任さ れた破産管財人 

( 2)  受注者について 更生手続開始の決定があ っ た 場

合において、 会社更生法（ 平成 14 年法律第 154 号） 

の規定によ り 選任さ れた管財人 

( 3)  受注者について 再生手続開始の決定があ っ た 場

合において、 民事再生法（ 平成 11 年法律第 225 号）

の規定によ り 選任さ れた再生債務者等 

３  前条の規定によ り 契約が解除さ れた場合において は、

受注者は、 業務委託料の 100 分の 20 に相当する 額を

違約金と し て 発注者の指定する 期間内に支払わな け れ

ばなら な い。  

（ 契約解除に伴う 損害賠償金）  

第 43 条の５  前条第１ 項又は第３ 項に規定する 場合（ 前

条第２ 項によ り みなさ れた場合を 含む。 ） において、 発

注者に生じ た実際の損害額が、前条第１ 項又は第３ 項に

規定する 違約金の額を 超える 場合には、受注者は超過額

を 発注者の指定する 期間内に支払わなければなら ない。 

（ 業務完了前の発注者の任意解除権）  

第 44 条 発注者は、 業務が完了する ま での間は、 第 43

条第１ 項及び第２ 項、 第 43 条の３ の規定によ る ほか、

必要があ る と き は、こ の契約を 解除する こ と ができ る 。 

２  発注者は、 前項の規定によ り こ の契約を 解除し たこ

と によ り 受注者に損害を 及ぼし たと き は、 その損害を

賠償し な ければな ら な い。  

（ 受注者の解除権）  

第 45 条 受注者は、 次の各号のいずれかに該当する と

き は、 こ の契約を 解除する こ と ができ る 。 ただし 、 受

注者の責に帰すべき 事由によ る も のであ る と き は、 こ

の限り でない。  

( 1)  第 25 条の規定によ り 設計図書等を 変更し たた め

業務委託料が３ 分の２ 以上減少し たと き 。  

( 2)  第 26 条の規定によ る 業務の中止期間が履行期間

の 10 分の５ （ 履行期間の 10 分の５ が６ 月を 超え る

と き は、 ６ 月） を 超えたと き 。 ただし 、 中止が業務

の一部のみの場合は、 その一部を 除いた他の部分の

業務が完了し た後３ 月を 経過し て も 、 な おその中止

が解除さ れな いと き 。  

( 3)  発注者がこ の契約に違反し 、その違反によ っ て こ

の契約の履行が不可能と な っ たと き 。  

２  受注者は、 前項の規定によ り こ の契約を 解除し た場

合において、 損害があ る と き は、 その損害の賠償を 発

注者に請求する こ と ができ る 。 ただし 、 前項各号に掲

げる 事項が発注者の責に帰する こ と ができ ない事由に

よ る も のであ る と き は、 こ の限り でない。  

（ 解除の効果）  

第 46 条 こ の契約が解除さ れた場合には、 第１ 条第２

項に規定する 発注者及び受注者の義務は消滅する 。 た

だし 、 第 39 条に規定する 部分払に係る 部分について

は、 こ の限り でな い。  

（ 解除に伴う 措置）  

第 47 条 受注者は、 こ の契約が解除さ れた場合におい

て 、 貸与品等があ る と き は、 当該貸与品等を 発注者に

返還し な ければな ら な い。 こ の場合において、 当該貸

与品等が受注者の故意又は過失によ り 滅失又はき 損し

たと き は、代品を 納め、若し く は原状に復し て返還し 、

又は返還に代え て その損害を 賠償し なければな ら な い。 

２  受注者は、こ の契約が解除さ れた場合において 、器具、
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仮設物その他の物件（ 再委託先等が所有又は管理する

こ れら の物件を 含む。以下本条において 同じ 。） があ る

と き は、 受注者は、 当該物件を 撤去する と と も に、 作

業現場を 修復し 、 取片付けて 、 発注者に明け渡さ な け

ればな ら ない。  

３  前項に規定する 撤去並びに修復及び取片付け に要す

る 費用（ 以下本項及び次項において 「 撤去費用等」 と

いう 。） は、 次の各号に掲げる 撤去費用等につき 、 それ

ぞれ各号に定める と こ ろ によ り 発注者又は受注者が負

担する 。  

( 1)   器具、 仮設物その他物件に関する 撤去費用等は 

受注者が負担する 。  

４  第２ 項の場合において 、受注者が正当な 理由なく 、相

当の期間内に当該物件を 撤去せず、 又は作業現場の修

復若し く は取片付けを 行わな いと き は、 発注者は、 受

注者に代わっ て当該物件の処分又は作業現場の修復若

し く は取片付けを 行う こ と ができ る 。 こ の場合におい

て は、 受注者は、 発注者の処分又は修復若し く は取片

付けについて 異議を 申し 出る こ と ができ ず、 ま た、 発

注者が支出し た撤去費用等を 負担し なければなら な い。 

５  第１ 項前段に規定する 受注者のと る べき 措置の期限、

方法等については、 こ の契約の解除が第 43 条、 第 43

条の３ 又は第 43 条の４ の規定によ る と き は発注者が

定め、 第 44 条又は第 45 条の規定によ る と き は受注者

が発注者の意見を 聴いて 定める も のと し 、 第１ 項後段

及び第２ 項に規定する 受注者のと る べき 措置の期限、

方法等については、 発注者が受注者の意見を 聴いて 定

める も のと する 。  

（ 保険）  

第 48 条 受注者は、 設計図書に基づき 火災保険その他

の保険を 付し たと き 又は任意に保険を 付し て いる と き

は、 当該保険に係る 証券又はこ れに代わる も のを 直ち

に発注者に提示し なけ ればな ら な い。  

（ 賠償金等の徴収）  

第 49 条 受注者がこ の契約に基づく 賠償金、 損害金又

は違約金を 発注者の指定する 期間内に支払わないと き

は、 発注者は、 その支払わな い額に発注者の指定する

期間を 経過し た日から 業務委託料支払いの日ま での日

数につき 、 支払期日の翌日における 民事法定利率の割

合で計算し た 利息を 付し た額と 、 発注者の支払う べき

業務委託料と を 相殺し 、 な お不足があ る と き は追徴す

る 。  

２  前項の追徴を する 場合には、 発注者は、 受注者から

遅延日数につき 、 支払期日の翌日における 民事法定利

率の割合で計算し た額の延滞金を 徴収する 。  

 

第 50 条 削除 

 

（ 概算契約）  

第 51 条 こ の契約書の頭書に概算契約であ る 旨の記載

がな さ れている 契約（ 以下こ の条において「 概算契約」

と いう 。） にあ っ て は、設計図書記載の数量及び契約書

記載の業務委託料は概算であ り 、 発注者の都合によ り

増減する こ と があ る 。 こ の場合にあ っ て は、 業務委託

料の確定は、 業務完了後の実履行数量に契約書又は業

務委託料内訳書に記載し た単価を 乗じ た金額に消費税

及び地方消費税相当額を 加算し て 行う も のと する 。  

２  本契約が概算契約であ る 場合、 契約書中「 業務委託

料」 は、 契約書記載の概算金額のこ と を いう 。 こ の場

合において 、 第１ 条、 第 36 条、 第 38 条及び第 42 条中

「 業務委託料」 は、「 業務完了後の実履行数量に契約書

又は業務委託料内訳書に記載し た単価を 乗じ た金額に

消費税及び地方消費税相当額を 加算し た額」 と 読み替

え、 第 42 条の２ 及び第 49 条中「 業務委託料」 は、 前

項によ り 業務委託料の確定が行われた後に限り 、「 業務

完了後の実履行数量に契約書又は業務委託料内訳書に

記載し た単価を 乗じ た金額に消費税及び地方消費税相

当額を 加算し た額」 と 読み替える 。  

３  本契約が概算契約であ る 場合、第 19 条中「 業務委託

料の請求及び受領」 は、 第１ 項によ り 業務委託料の確

定が行われた 後に限り 、「 業務完了後の実履行数量に契

約書又は業務委託料内訳書に記載し た単価を 乗じ た 金

額に消費税及び地方消費税相当額を 加算し た額の請求

及び受領」 と 読み替え る 。  

（ 情報通信の技術を 利用する 方法）  

第 52 条 こ の契約書において書面によ り 行わなけ れば

なら ないこ と と さ れて いる 指示等並びに第 10 条第１

項に規定する 書面によ る 同意及び第 16 条の２ 第２ 項

に規定する 書面によ り 行わな ければなら な いと さ れて

いる 発注者の確認は、 日本国の法令に違反し ない限り

において 、 電磁的方法を 用いて行う こ と ができ る 。 た

だし 、 当該方法は書面の交付に準ずる も のでなければ

なら ない。  

（ 補則）  

第 53 条 こ の契約書に定めのな い事項については、 大

阪市契約規則（ 昭和 39 年大阪市規則第 18 号） 及び大

阪市会計規則（ 昭和 39 年大阪市規則第 14 号） に従う

も のと し 、 その他は必要に応じ て 発注者と 受注者と が

協議し て 定める も のと する 。  
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暴力団等の排除に関する 特記仕様書 

 

１  暴力団等の排除について     

( 1)  受注者（ 受注者が共同企業体である と き は、 その構成員のいずれかの者。 以下同じ 。） は、 

  大阪市暴力団排除条例（ 平成 23 年大阪市条例第 10 号。 以下「 条例」 と いう 。） 第 2 条第 2 

号に規定する 暴力団員（ 以下「 暴力団員」 と いう 。） 又は同条第 3 号に規定する 暴力団密接 

関係者（ 以下「 暴力団密接関係者」 と いう 。） に該当する と 認めら れる 者と 下請契約、 資材・  

原材料の購入契約又はその他の契約を し てはなら ない。  

( 2)  受注者は、 条例第 7 条各号に規定する 下請負人等（ 以下「 下請負人等」 と いう 。） に、 暴 

力団員又は暴力団密接関係者に該当する と 認めら れる 者と 下請契約、 資材・ 原材料の購入 

契約又はその他の契約を さ せてはなら ない。  

ま た、 受注者は、 下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する と 認めら れる  

者と 下請契約、 資材・ 原材料の購入契約又はその他の契約を し た場合は当該契約を 解除さ  

せなければなら ない。   

( 3)  受注者は、 こ の契約の履行にあたり 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する と 認めら  

れる 者から 条例第 9 条に規定する 不当介入（ 以下「 不当介入」 と いう 。） を 受けたと き は、 

速やかに、 こ の契約に係る 本市監督職員若し く は検査職員又は当該事務事業を 所管する 担 

当課長（ 以下「 監督職員等」 と いう 。） へ報告する と と も に、 警察への届出を 行わなければ 

なら ない。  

ま た受注者は、 下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する と 認めら れる 者 

から 不当介入を 受けたと き は、 当該下請負人等に対し 、 速やかに監督職員等へ報告する と  

と も に警察への届出を 行う よ う 、 指導し なければなら ない。  

( 4)  受注者及び下請負人等が、 正当な理由なく 本市に対し 前号に規定する 報告を し なかっ た 

と 認める と き は、 条例第 12 条に基づく 公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱によ る 停 

止措置を 行う こ と がある 。  

( 5)  受注者は第 3 号に定める 報告及び届出によ り 、 本市が行う 調査並びに警察が行う 捜査に 

  協力し なければなら ない。  

( 6)  発注者及び受注者は、 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する と 認めら れる 者から の 

不当介入によ り 契約の適正な履行が阻害さ れる おそれがある と き は、 双方協議の上、 履行 

日程の調整、 履行期間の延長、 履行内容の変更その他必要と 認めら れる 措置を 講じ る こ と  

と する 。  

 

２  誓約書の提出について 

   受注者及び下請負人等は、 暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を 提出し な

ければなら ない。 ただし 、 発注者が必要でないと 判断し た場合はこ の限り でない。  

 



― 14 ― 

 

特記仕様書 

 

発注者と 本契約を 締結し た受注者は、 こ の契約の履行に関し て、 発注者の職員から 違法

又は不適正な要求を 受けたと き は、 その内容を 記録し 、 直ちに発注者の大阪・ 光の饗宴実

行委員会（ 連絡先： 06－6469－5166） に報告し なければなら ない。  

 

 


